
 

 

フランス・ドイツ 日 本 

 

1789 年 7 月 フランス革命の勃発 

      （民衆によるバスティーユ監獄の襲撃） 

 

1799 年 11 月 ナポレオンがフランス執政政府を樹立 

      （1804 年 5 月 フランス皇帝に即位） 

1804 年 3 月 ナポレオン法典（民法典）の制定 

  ・所有権の絶対的保障（第 544 条） 

  ・契約自由の原則（第 1134 条） 

  ・過失責任主義（第 1382 条） 

 

 ※ 全 2281 条 

    以下の 3 編からなる法学提要方式 

      人  物  債権債務 

      家族法   財産法 

 

1870 年 7 月～1871 年 5 月  普仏戦争（普の勝利） 

※ 1871 年 1 月 ベルサイユ宮殿でドイツ帝国の 

成立が宣言される 

 

1874 年 ドイツ民法典の制定作業開始 

1888 年 第 1 草案の公表 

1892 年 第 2 草案の公表 

 

 

 

 

 

1896 年 8 月 ドイツ民法典の公布 

  ※ 以下の 5 編からなる学説編纂（バンデクテン） 

方式 

   総則、債務、物権、親族、相続 

 

1900 年元旦 ドイツ民法典施行開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1854 年 3 月 日米和親条約締結 

      （鎖国の廃止） 

 

1867 年 10 月 大政奉還 

 

 ※ 西洋流の近代法導入の必要性 

1869 年 フランス民法典の翻訳作業開始 

 

 

 

 

1880 年 フランス人のボワソナードによる 

民法草案の起草開始 

 

1890 年 ボワソナード草案（旧民法典）公布 

   ※1893 年より施行されるとされたが、後

に施行延期（日本の慣習法に反するため） 

 

1893 年 ボワソナード草案（旧民法典）の修正 

作業開始、ドイツ民法等の参照 

 

1896 年 財産法の部分が公布 

1898 年 家族法の部分が公布 

 

1898 年 7 月 民法の施行開始 

  ※ 独民法と同様の形式をとるが、仏民法の 

影響も残している。 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


